
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
情
報
監
視
審
査
会
か
ら
な
さ
れ
た
指
摘
や
改
善
事

項
を
含
め
、
特
定
秘
密
の
運
用
の
蓄
積
を
踏
ま
え
、
情
報
保
全
の
必
要
性
と
国
民
の
知
る
権
利
の
バ
ラ
ン
ス
に
十
分
配
慮
す

る
こ
と
。 

 

二 

本
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
拡
張
し
て
解
釈
し
て
、
国
民
の
基
本
的
人
権
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
国
民
の
知
る
権
利
の
保
障
に
資
す
る
報
道
又
は
取
材
の
自
由
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。 

 

三 

同
盟
国
・
同
志
国
と
の
間
で
重
要
経
済
安
保
情
報
を
含
む
機
密
情
報
の
共
有
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
必
要
と
な
る
国
際
的

な
協
力
枠
組
み
の
構
築
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
大
企
業
の
み
な
ら
ず
、
中
小
企
業
や
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
等
が
適
合

事
業
者
と
し
て
認
定
さ
れ
、
国
際
共
同
研
究
に
参
加
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
、
我
が
国
の
産
業
競
争
力
を
維
持
、
強
化
で
き

る
よ
う
、
官
民
の
協
力
体
制
の
構
築
や
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

国
際
的
な
協
力
枠
組
み
の
中
な
ど
の
必
要
な
場
面
に
お
い
て
、
外
国
政
府
等
に
本
法
に
基
づ
く
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
保
有
者
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
仕
組
み
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

五 

本
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
新
た
な
制
度
の
具
体
的
な
中
身
を
国
民
に
分
か
り
や
す
く
か
つ
正
確
に
説
明
す
る
こ
と
を
通
じ
、

官
民
双
方
に
お
い
て
、
情
報
保
全
の
重
要
性
に
対
す
る
理
解
が
広
く
醸
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

令

和

六

年

五

月

九

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



六 

本
法
に
基
づ
く
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
・
解
除
、
適
性
評
価
の
実
施
、
適
合
事
業
者
の
認
定
等
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
指
定
さ
れ
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
総
量
及
び
そ
の
取
扱
業
務
の
最
適
な
規
模
を
で
き
る
だ
け
具
体
化
す
る
こ
と
。
ま

た
、
各
行
政
機
関
が
行
う
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
は
、
合
理
的
で
最
小
の
範
囲
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
よ
う
、
独
立
公
文
書
管
理
監
等
が
適
宜
、
検
証
や
監
察
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
独
立
公
文
書
管
理
監
の
独
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
会
が
監
視
機
能
を
十
分
に
果
た
す
た
め
、
国
会

か
ら
の
情
報
提
供
の
求
め
に
対
し
て
は
誠
実
に
応
じ
る
こ
と
。 

 

七 

重
要
経
済
基
盤
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
恣
意
的
な
指
定
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
、
指
定

の
具
体
的
な
基
準
を
運
用
基
準
で
分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
。
加
え
て
、
運
用
基
準
に
公
益
通
報
の
通
報
対
象
事
実
そ
の
他

の
行
政
機
関
に
よ
る
法
令
違
反
の
事
実
を
指
定
し
、
又
は
そ
の
隠
蔽
を
目
的
と
し
て
、
指
定
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記

す
る
こ
と
。
ま
た
、
技
術
革
新
等
の
経
済
安
全
保
障
分
野
に
お
け
る
変
化
の
速
さ
等
に
鑑
み
、
情
報
の
指
定
・
解
除
を
柔
軟

か
つ
機
動
的
に
行
う
た
め
、
行
政
機
関
の
担
当
職
員
の
技
術
に
関
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
に
鋭
意
取
り
組
む
と
と
も
に
、
指

定
要
件
の
充
足
性
に
つ
い
て
随
時
見
直
し
を
行
い
、
国
民
の
知
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

八 

重
要
経
済
安
保
情
報
に
指
定
さ
れ
る
前
か
ら
民
間
事
業
者
が
保
有
し
て
い
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て

民
間
事
業
者
が
責
任
を
問
わ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
広
く
周
知
す
る
こ
と
。 

 

九 

適
性
評
価
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
や
そ
の
家
族
及
び
同
居
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
十
分
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
収
集
し
た
個
人
情
報
は
厳
重
に
管
理
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
性
評
価
の
結
果
等
を
重

要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
目
的
外
利
用
禁
止
規
定
の
実
効
性
を
担
保

す
る
た
め
、
禁
止
行
為
を
運
用
基
準
で
明
記
す
る
と
と
も
に
、
禁
止
行
為
の
遵
守
を
行
政
機
関
と
適
合
事
業
者
と
の
契
約
に

お
い
て
も
求
め
る
等
、
可
能
な
限
り
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。
特
に
個
人
情
報
保
護
法
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報

保
護
委
員
会
が
適
宜
、
監
視
・
監
督
を
行
う
こ
と
。 

 

十 

民
間
事
業
者
や
適
性
評
価
対
象
者
等
へ
の
配
慮
と
し
て
、
適
性
評
価
に
お
け
る
本
人
の
真
の
同
意
、
評
価
結
果
と
理
由
の

速
や
か
な
通
知
と
苦
情
の
申
出
の
適
切
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
（
契
約
へ
の
明
記
、
十
分
な
情
報
提
供
、
通
報
・



相
談
窓
口
の
設
置
等
）
を
検
討
し
、
運
用
基
準
等
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
十
一 

適
性
評
価
調
査
へ
の
不
同
意
や
評
価
結
果
を
理
由
と
す
る
不
合
理
な
配
置
転
換
・
解
雇
等
の
労
働
者
へ
の
不
利
益
な
取

扱
い
の
防
止
の
た
め
に
は
、
事
業
者
と
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
に
当
た
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
労
働
者

と
の
間
の
意
思
疎
通
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
業
者
の
実
情
や
事
業
の
実
態
に
応
じ
た
、
労
使
間
の
協
議
も
含
め
た

適
切
な
意
思
疎
通
が
行
わ
れ
る
よ
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
等
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

適
性
評
価
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
の
弱
み
を
握
り
情
報
を
引
き
出
す
活
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
十
分

留
意
し
つ
つ
、
本
法
が
定
め
た
調
査
事
項
に
基
づ
き
公
正
で
実
質
的
な
調
査
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
第
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
さ
れ
る
「
重
要
経
済
基
盤
毀
損
活
動
と
の
関
係
に
関
す
る
事
項
」
が
何
を
指
す
の
か
可
能
な
限

り
具
体
的
な
内
容
を
明
確
化
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
調
査
事
項
に
関
係
し
な
い
評
価
対
象
者
の
思
想
、
信
条
及
び
信
教
並
び

に
適
法
な
政
治
活
動
、
市
民
活
動
及
び
労
働
組
合
の
活
動
に
つ
い
て
調
査
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
や
、
調
査
の
過
程
で
調
査

事
項
に
関
係
し
な
い
情
報
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
記
録
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
等
を
運
用
基
準
に
明
記
す
る
こ
と
。 

 

十
三 

適
性
評
価
調
査
を
行
う
内
閣
府
や
適
性
評
価
を
行
う
各
行
政
機
関
に
お
け
る
実
効
的
な
体
制
整
備
を
速
や
か
に
進
め
る

と
と
も
に
所
要
の
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
評
価
結
果
を
通
知
す
る
ま
で
の
期
間
を
可
能
な
限
り
短
縮
化
し
、
民
間

事
業
者
の
事
業
活
動
を
阻
害
し
な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十
四 

特
定
秘
密
保
護
制
度
を
始
め
と
す
る
既
存
の
情
報
保
全
の
仕
組
み
と
の
整
合
性
、
と
り
わ
け
、
法
人
に
対
す
る
両
罰
規

定
に
つ
い
て
見
直
す
べ
き
箇
所
が
な
い
か
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
五 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
漏
え
い
や
不
正
な
取
得
を
行
っ
た
場
合
の
罰
則
に
つ
い
て
、
罰
則
の
程
度
と
抑
止
力
の
バ
ラ
ン

ス
を
適
宜
検
証
し
、
本
法
施
行
後
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
れ
ば
速
や
か
に
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

中
小
企
業
等
が
事
業
を
継
続
す
る
た
め
に
適
合
事
業
者
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
生
じ
た
際
に
、
中
小
企
業
等
に
と
っ

て
は
必
要
な
施
設
整
備
等
の
た
め
の
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
政
府
か
ら
の
協
力
要
請
に
応
じ
て
重



要
経
済
安
保
情
報
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
等
、
経
緯
や
実
態
も
踏
ま
え
て
、
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
合
理
的
な
範
囲

内
で
検
討
す
る
こ
と
。 

 
十
七 
適
合
事
業
者
が
重
要
経
済
安
保
情
報
を
適
切
に
保
全
で
き
る
よ
う
、
施
設
設
備
の
基
準
等
を
作
成
・
公
表
す
る
こ
と
。

ま
た
、
「
外
国
に
よ
る
所
有
、
管
理
又
は
影
響
」
（
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｉ
）
を
管
理
す
る
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
八 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
を
含
む
政
府
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
外
国
勢
力
等
の
不
当
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

国
益
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

本
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
産
業
分
野
の
公
正
な
競
争
環
境
が
毀
損
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
こ
と
。 

 

二
十 

民
間
事
業
者
や
独
立
行
政
法
人
が
保
有
し
て
い
る
情
報
で
あ
っ
て
国
と
し
て
経
済
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
保
護
が
必
要

と
考
え
ら
れ
る
最
先
端
技
術
等
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
等
が
必
要
と
な
る
対
応
を
と
れ
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
て
い
け
る

よ
う
、
指
針
策
定
の
妥
当
性
も
含
め
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

技
術
は
我
が
国
の
自
律
性
・
不
可
欠
性
の
重
要
な
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
流
出
防
止
は
経
済
安
全
保

障
上
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
国
外
流
出

を
防
ぐ
た
め
、
早
急
か
つ
徹
底
的
に
技
術
流
出
・
技
術
管
理
対
策
の
強
化
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

二
十
二 

経
済
安
全
保
障
に
資
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
能
力
を
更
に
強
化
す
る
た
め
、
政
府
全
体
に
お
け
る
情
報
の
収
集
・

分
析
等
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
間
に
お
け
る
必
要
な
情
報
の
共
有
に
つ
い
て
も
強
化
を
図
る
こ

と
。
ま
た
、
本
法
の
趣
旨
に
鑑
み
、
経
済
安
全
保
障
に
資
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
民
間
を
含
む
関
係
者
へ
の
提
供
に
つ
い
て

も
配
意
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


